
第３章 事業計画  

● 施策の内容（施策の基本的な方向ごと）(69) 

１ 女性議員を増やすための意識啓発／県が設置する審議会等への女性登用促進／県職
場における女性職員及び女性管理職の登用推進 

２ 事業所、団体等における女性登用促進／公立学校等における女性教職員の登用推進 
 

１ 防災分野への女性の参画の推進／農林水産業における男女共同参画の推進／女性
の参画が少ない分野における女性の参画の推進 

２ 保育分野など、男性の参画が少ない分野における男性の参画の推進 
 

１ 家庭生活における男女共同参画の推進／地域における子育て支援の体制の整備／妊
娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援／育児休業・介護休業制度の普及・定着／地域に
おける介護支援体制の整備 

２ 地域活動等における男女共同参画の普及啓発 
 

１ 女性の就業支援／女性の復職・再就職支援／女性の起業支援 

２ 女性の能力発揮への支援 
 

１ 県職場における仕事と家庭の両立が可能な職場環境の整備／働き方改革に取り組む
事業所への支援 

２ 健康で安心して働くための法律等に関する知識の普及啓発／職場におけるメンタルヘ
ルス等健康管理の推進及び労働相談の実施／誰もが安心して働ける県職場環境の整備 

３ ハラスメント防止のための周知啓発／県職場等におけるハラスメント対策の推進 
 

１ 暴力を許さない社会に向けた広報啓発／関係機関・団体との連携強化 

２ 配偶者等からの暴力の防止及びストーカー事案対策の推進／犯罪被害者等の支援の
充実 

３ 風俗環境の浄化及び違法風俗営業店等の排除並びに人身取引対策／性犯罪・性暴力
の根絶に向けた対策の推進／青少年を取り巻く有害環境の浄化並びに福祉犯罪の取締
り強化 

４ インターネット上の違法情報に関する取締りの強化等／青少年のネット被害防止対策
（ネットパトロール）の推進／情報活用能力、メディア・リテラシーの学習機会の充実 
 

１ ひとり親家庭への経済・日常生活支援 

２ 困難な問題を抱える女性への支援／誰もが相談できる体制の充実 

３ 男女共同参画の視点を取り入れた防災・復興への取組のための普及啓発／避難所における男女
共同参画の促進／女性用品や乳幼児品の備蓄／災害時におけるＤＶ・性犯罪等の相談事業 

４ 高齢者が抱える困難な問題の理解の促進・支援／障害者が抱える困難な問題の理解の
促進・支援／外国人が抱える困難な問題の理解の促進・支援／性的マイノリティが抱える
困難な問題の理解の促進・支援 
 

１ 一人ひとりに応じた健康づくり／思春期の子どもの心と体の健全な育成／自殺対策の推
進／総合的ながん対策の推進／エイズ対策の推進／学校における発達段階に応じた適切
な性教育等の実施 

２ 母子保健体制の充実／妊娠・出産・子育てに関する知識の普及・相談の充実／不妊や不
育症に関する支援体制の充実／周産期医療体制の充実／性差を考慮した健康課題への支援  
 

１ 男女共同参画社会の実現に向けた広報・啓発活動の推進と支援 

２ 男女共同参画に関する調査研究と情報の収集及び提供 
 

１ 学校における男女共同参画や人権教育の啓発・推進／教育相談の充実／幼児教育の理解・発
展推進／社会教育・家庭教育における男女共同参画についての理解促進 

２ キャリア教育の充実 
 

１ 男女共同参画センターの機能強化 

２ 市町村・民間団体等との協働とネットワークづくり 

３ 男女共同参画苦情処理委員制度の運用／計画の適正な進行管理 
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① あらゆる暴力の 

根絶と人権の尊重 

② 誰もが働きやすい

職場環境づくり 

男
女
の
い
ず
れ
も
が
□
互
い
に
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
□
社
会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
□ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
参
画
し
□
共
に
活
躍
で
き
る
社
会 

基本目標(４) 

① 働く場における 

女性への活躍支援 

② 子ども・若者に 

   向けた意識啓発 

③ ライフステージに

応じた男女共同 

参画の促進 

１ 政治・行政分野における政策決定過程における女性の参画の促進 

２ 民間における方針決定過程における女性の参画の促進 

① 政策・方針決定過程

における男女共同

参画の促進 

② あらゆる分野に 

おける男女共同 

参画の視点の反映 

施策項目(１１) 

① 固定的性別役割 

分担意識や無意識の

思い込み・偏見を 

解消するための意識

変革の推進 

② 誰もが安心して 

暮らせる環境の整備 

施策の基本的な方向(２８) 

③ 生涯を通じた健康

づくりの推進 

③ 推進体制の整備・ 

   強化 

１ 女性の参画が少ない分野における女性活躍の場の拡大 

２ 男性の参画が少ない分野における男性活躍の場の拡大 

１ 家事・子育て・介護への支援の促進 

２ 地域活動等における男女共同参画の促進 

１ 女性の就業(継続)・復職・起業への支援 

２ 女性の能力発揮への支援 

１ あらゆる暴力の予防と根絶のための基盤整備 

２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の推進 

３ 性に起因する人権侵害を許さない社会環境づくり 

４ メディアにおける女性や子ども等の人権への配慮 

１ ひとり親家庭等様々な困難な状況におかれている人々への支援 

２ 困難な問題を抱える女性等への支援 

３ 男女共同参画の視点に立った防災・復興の取組の推進 

４ 高齢者・障害のある人・外国人・性的マイノリティなどがジェンダー

に基づいて抱える問題への理解の促進・支援 

１ 生涯を通じた男女の健康支援の推進 

２ 性差を考慮した健康課題等への支援 

１ 固定的性別役割分担意識の変革に向けた啓発 

２ 男女共同参画に関する調査研究、情報の収集・整備・提供 

１ 学校教育・社会教育等における啓発 

２ 多様な選択を可能とする学習の推進 

１ 男女共同参画センターの機能強化 

２ 多様な主体との連携 

３ 計画の適正な進行管理 

１ 多様な働き方の推進 

２ 誰もが安心して働ける職場環境の整備 

３ ハラスメント対策の促進 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次千葉県男女共同参画計画の概要 

第２章 基本方針  
 

第１章 計画の策定に当たって  

１ 計画策定の趣旨 

「多様性尊重条例」のもと、社会のあらゆる分野において性別

の違いに関わらず、男女が共に活躍できる社会の形成に向けた

取組を県全体で推進 

５次計画ではワーク・ライフ・バランスの普及促進や子育て・

介護への支援等に重点に取り組み、女性の就業率の増加、男性

の育児休業の取得率の向上等の成果 

現行計画の計画期間の終了にあたり、これまでの成果や課題

を踏まえるとともに、社会情勢の変化に対応するため、今後の

目指す姿と取り組むべき施策を盛り込んだ計画を策定 

２ 計画の位置付け 

（１）男女共同参画社会基本法第１４条に基づく法定計画 
（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく

都道府県推進計画 

３ 計画の期間 

令和８年度から令和１２年度までの５年間 

４ 計画策定の背景 

 ○ 本県の男女共同参画を取り巻く現状 

少子高齢化、生産年齢人口の減少 
いまだ根強く残る固定的性別役割分担意識 
政策・方針決定過程への女性の参画の低さ 
多様性尊重条例の施行 
千葉県職員仕事と家庭の両立・女性活躍推進プランの策定 

 ○ 社会情勢 

国際的な日本の位置づけ（ジェンダーギャップ指数の低迷） 
多様な価値観の広がり、ニーズの変化 
自然災害リスクの高まり 
テクノロジーの急速な進展 

男女共同参画に関する国の動き 

 └男女共同参画社会基本法の改正 
  女性活躍推進法の期限延長 
  困難女性支援法の施行 

 

〔基本理念〕 
日本国憲法（個人の尊重と法の下の平等） 
男女共同参画社会基本法の５つの基本理念（「男女の人権の尊重」「社会における制度又は慣行についての配
慮」「政策等の立案及び決定への共同参画」「家庭生活における活動と他の活動の両立」「国際的協調」） 
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資料２



・県の審議会等における女性委員割合 

・県庁の女性管理職の割合 

・事業所における女性管理職の割合 

・公立学校の女性管理職の割合 

・女性の就業率 

・女性の雇用者に占める正規職員の割合 

・DVや困難な問題を抱える女性支援に関する相談窓口や居場所等の 

 認知度 

・DVを受けた人のうち相談した人の割合 

・現在の家事等の役割分担 

・男女の役割分担意識 

評価指標（２７） 

・消防団における女性消防団員の割合 

・認定農業者に占める女性の割合 

・女性警察官の割合 

・子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合 

・県庁における男性職員の育児休業取得率 

・県庁における男性職員の育児休業取得日数 

・学校職員及び教育庁等の男性職員の育児休業取得率 

・警察における男性職員の育児休業取得率 

・働きやすいと感じる女性の割合 

・多様な就業形態を導入している事業所の割合 

・事業所における男性の育児休業取得率 

・事業所におけるハラスメント防止のための取組 

・困難な問題を抱える女性への支援のための相談窓口設置市町村数 

・地域防災活動における男女共同参画の視点に立った取組の充足度 

・健康寿命の延伸 

・学校教育の場における男女の地位の平等感 

・男女共同参画センターの認知度（調整中） 

施策項目ごとに評価指標を設定 

全２７指標を毎年評価 

３９のモニタリング項目を設定 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第６次千葉県男女共同参画計画の指標体系 

目指す姿 

① あらゆる暴力の 

根絶と人権の尊重 

② 誰もが働きやすい

職場環境づくり 
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基本目標(4) 

① 働く場における 

女性への活躍支援 

② 子ども・若者に 

   向けた意識啓発 

③ ライフステージに

応じた男女共同参

画の促進 

１ 政治・行政分野における政策決定過程における女性の参画の促進 

２ 民間における方針決定過程における女性の参画の促進 

① 政策・方針決定過程

における男女共同

参画の促進 

② あらゆる分野にお

ける男女共同参画

の視点の反映 

施策項目(11) 

① 固定的性別役割 

分担意識や無意識の

思い込み・偏見を 

解消するための意識

変革の推進 

② 誰もが安心して 

暮らせる環境の整備 
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施策の基本的な方向（２８） 

③ 生涯を通じた健康

づくりの推進 

③ 推進体制の整備・ 

   強化 

１ 女性の参画が少ない分野における女性活躍の場の拡大 

２ 男性の参画が少ない分野における男性活躍の場の拡大 

１ 家事・子育て・介護への支援の促進 

２ 地域活動等における男女共同参画の促進 

１ 女性の就業(継続)・復職・起業への支援 

２ 女性の能力発揮への支援 

１ あらゆる暴力の予防と根絶のための基盤整備 

２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の推進 

３ 性に起因する人権侵害を許さない社会環境づくり 

４ メディアにおける女性や子ども等の人権への配慮 

１ ひとり親家庭等様々な困難な状況におかれている人々への支援 

２ 困難な問題を抱える女性等への支援 

３ 男女共同参画の視点に立った防災・復興の取組の推進 

４ 高齢者・障害のある人・外国人・性的マイノリティなどがジェンダ

ーに基づいて抱える問題への理解の促進・支援 

１ 生涯を通じた男女の健康支援の推進 

２ 性差を考慮した健康課題等への支援 

１ 固定的性別役割分担意識の変革に向けた啓発 

２ 男女共同参画に関する調査研究、情報の収集・整備・提供 

１ 学校教育・社会教育等における啓発 

２ 多様な選択を可能とする学習の推進 

１ 男女共同参画センターの機能強化 

２ 多様な主体との連携 

３ 計画の適正な進行管理 

１ 多様な働き方の推進 

２ 誰もが安心して働ける職場環境の整備 

３ ハラスメント対策の促進 

・社会全体における男女平等意識 

・女性の権利に関する法制度等の認知度 
総括指標（２） 

主な施策（抜粋） 

・県が設置する審議会等への女性登用促進 

・県職場における女性職員及び女性管理職の登用推進 

・事業所、団体等における女性登用促進 

・防災分野への女性の参画の推進 

・農林水産業における男女共同参画の推進 

・保育分野など、男性の参画が少ない分野における男性の参画の推進 

・地域における子育て支援の体制の整備 

・地域における介護支援体制の整備 

・地域活動等における男女共同参画の普及啓発 

・女性の就業支援 

・女性の起業支援 

・女性の能力発揮への支援 

・働き方改革に取り組む事業所への支援 

・誰もが安心して働ける県職場環境の整備 

・ハラスメント防止のための周知啓発 

・暴力を許さない社会に向けた広報啓発 

・配偶者等からの暴力の防止及びストーカー事案対策の推進 

・犯罪被害者等の支援の充実 

・性犯罪・性暴力の根絶に向けた対策の推進 

・インターネット上の違法情報に関する取締りの強化等 

・ひとり親家庭への経済・日常生活支援 

・困難な問題を抱える女性への支援 

・避難所における男女共同参画の促進 

・性的マイノリティが抱える困難な問題の理解の促進・支援 

・一人ひとりに応じた健康づくり 

・思春期の子どもの心と体の健全な育成 

・周産期医療体制の充実 

・性差を考慮した健康課題への支援 

・男女共同参画社会の実現に向けた広報・啓発活動の推進と支援 

・男女共同参画に関する調査研究と情報の収集及び提供 

・ 

・学校における男女共同参画や人権教育の啓発・推進 

・幼児教育の理解・発展推進 

・キャリア教育の充実 

・男女共同参画センターの機能強化 

・市町村・民間団体等との協働とネットワークづくり 

・計画の適正な進行管理 

全６９の施策を設定 

関連事業は１７０事業 

資料２


